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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第１２０６条 規程第１２０５条第２号に規定す

る不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合

計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産

総額の算定において使用する各資産の額は、直前

営業期間又は直前計算期間の末日における貸借

対照表（比較情報を除く。）に計上した額（投資

証券の発行者の設立後最初の営業期間又は信託

契約期間の開始日後最初の計算期間が終了して

いない場合には、各資産の取得価額その他の当取

引所が適当と認める額）によるものとする。ただ

し、運用資産等の総額及び資産総額には、投

資法人計算規則第３７条第３項第３号ロに規

定する資産の額を含まないものとする。 

第１２０６条 規程第１２０５条第２号に規定す

る不動産等、不動産関連資産及び流動資産等の合

計額、運用資産等の総額、純資産総額並びに資産

総額の算定において使用する各資産の額は、直前

営業期間又は直前計算期間の末日における貸借

対照表（比較情報を除く。）に計上した額（投資

証券の発行者の設立後最初の営業期間又は信託

契約期間の開始日後最初の計算期間が終了して

いない場合には、各資産の取得価額その他の当取

引所が適当と認める額）によるものとする。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示の取扱い） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の開

示の取扱い） 

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号

及び第２号並びに同条第３項に規定する施行規

則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の区

分に従い、当該各号に定める基準をいう。この場

合において、第１２０６条第１項本文の規定は、

第１６号に規定する譲渡対象資産の価格並びに

第２号、第３号、第６号及び第１８号に規定する

純資産総額の算定において使用する各資産の額

について、同条第５項の規定は、第２号、第３号、

第６号及び第１８号に規定する純資産総額につ

いて、それぞれ準用する。 

第１２２９条 規程第１２１３条第２項第１号

及び第２号並びに同条第３項に規定する施行規

則で定める基準とは、次の各号に掲げる事項の

区分に従い、当該各号に定める基準をいう。こ

の場合において、第１２０６条第１項の規定は、

第１６号に規定する譲渡対象資産の価格並びに

第２号、第３号、第６号及び第１８号に規定す

る純資産総額の算定において使用する各資産の

額について、同条第４項の規定は、第２号、第

３号、第６号及び第１８号に規定する純資産総

額について、それぞれ準用する。 

（１）～（１９） （略） （１）～（１９） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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（上場等に関する料金の取扱い） （上場等に関する料金の取扱い） 

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づ

く新規上場申請に係る不動産投資信託証券の

発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者

の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追

加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年

間上場料その他の上場等に関する料金は、次

の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号

に定めるところによるものとする。この場合

において、第１２０６条第１項本文の規定は、

この条に規定する純資産総額の算定において

使用する各資産の額について、第１２０６条

第５項の規定は、この条に規定する純資産総

額について、それぞれ準用する。 

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基づ

く新規上場申請に係る不動産投資信託証券の

発行者及び上場不動産投資信託証券の発行者

の上場審査料、予備審査料、新規上場料、追

加発行時又は追加信託時の追加上場料及び年

間上場料その他の上場等に関する料金は、次

の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号

に定めるところによるものとする。この場合

において、第１２０６条第１項の規定は、こ

の条に規定する純資産総額の算定において使

用する各資産の額について、第１２０６条第

５項の規定は、この条に規定する純資産総額

について、それぞれ準用する。 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２７年６月１６日から 

施行する。 

 

  

 


